議会託児サービス利用にあたってのお願い

県議会事務局総務課
（TEL　0857-26-7460）

　この託児サービスは、お子様を同伴して鳥取県議会の本会議を傍聴する方の利便を図るためのものです。
  ご利用にあたっては、下記の事項をご承知いただき、５日前までに日時・人数等を県議会事務局へお申し込みください。

記

１　ご利用にあたっては、「託児サービス申込書」に必要事項を記入していただく必要があります。お電話でお申し込みいただく場合は、当日記入してください。
２　提出いただいた申込書の内容について、県議会事務局からお電話等でご連絡さしあげることがあります。
３　お預かりするお子様は、原則として乳児及び幼児とします。
４　お子様のお迎えは、傍聴が終わり次第お願いします。
　　なお、お預かりできる時間は、本会議開会中の午前１０時から午後５時までの間です。
５　お子様をお預かりする際に、保育者が健康状態等を確認させていただきます。その際、病気等により保育者が安全にお預かりできる状態でないと判断した場合は、利用をお断りすることがあります。
６　お子様の託児サービスに必要なミルク・おやつ・着替え・おむつ等は、保護者がご持参ください。また、食事の提供はいたしません。
　　なお、おもちゃや絵本なども、ご愛用のものなどがあればご持参ください。
７　お子様の体調が急変するなど緊急の場合は、直ちに保護者に連絡を取るとともに、応急の処置を取らせていただきます。



№                                     　　　　　　　　　　 令和   年　　月　　日

託児サービス申込書

  次のとおり託児サービスを申し込みます。
　
                      　　　　　　　　    保護者住所：
                          　　　　　　　　保護者氏名：
                                  　　 　　　　　（TEL　　　　　　　　　　　　）
	１ お預かりするお子様の状況
   ふりがな
   名　　前：                    　　  （愛称：              ）
   年　　齢：　　　　　　才　　　　か月　
眠くなる時刻（　　　　　時頃）
   健康状態など
   
	




   
   

















	２ お預かりする時間帯
        　時　　　分　から　　　　時　　　分　まで
	

	３ 持参品（必須）　※こちらでのご用意はありません。
    〔　〕ミルク　（次の授乳時刻　　　　　　　時頃）
                  （１回量　　　　CC）
    〔　〕おやつ　（おやつの時刻　　　　　　　時頃）
    〔　〕オムツ・おしりふき
    〔　〕その他　（                              ）

	

	４ 持参品（任意）
〔　〕ふとん
    〔　〕おもちゃ
    〔　〕絵本
    〔　〕その他　（                              ）

	

	５　特に伝えておきたいこと


	



